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生乳の一般競争入札売渡しに関する公示 

 

北海道指定生乳生産者団体ホクレン農業協同組合連合会（以下「ホクレ

ン」という。）は、「今後の生乳取引のあり方について」（平成 27 年 10 月、

農林水産省「生乳取引のあり方等検討会」）に基づき、生乳を以下のとおり

売り渡します。  

 

１．入札の日時  

（１）1 回目  平成 31 年 2 月 21 日（木）午前 10 時から 15 時まで  

（２）2 回目  平成 31 年 3 月 7 日（木）午前 10 時から 15 時まで  

（３）3 回目       〃  

 

２．入札に付する品目、規格及び数量  

（１）品目   生乳 

（乳製品向：脱脂粉乳・バター等向、チーズ向、生クリーム等向に限る）  

（２）規格  「乳および乳製品の成分規格等に関する省令」第３条に定め

る乳等の成分規格等の基準をみたすものとします。  

（３）数量   計 7 万トン  

ア．1 回目：3 万㌧、落札数量を年間月別案分して取引する。 

イ．2 回目：2 万㌧、    〃  

ウ．3 回目：2 万㌧、四半期毎×5 千㌧の入札枠とし、各四半期ごとの

落札数量を当該四半期にて案分して取引する。  

 

３．応札最小単位  

応札の最小単位は、1,000 トンとします。 

なお、1 社による入札口数は、上記２．（３）ア．およびイ．について

は 10 枚まで、ウ．については、各四半期毎に 3 枚までとします。  

 

４．入札の方法  

（１）一般競争入札とします。  

（２）「今後の生乳取引のあり方について－生乳取引のあり方等検討会－」

にて報告された「生乳における入札取引の基本的枠組みについて」およ

び「生乳の入札取引実施要領」に基づく入札とします。  
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５．入札  

（１）入札は、入札書（様式第２号）の提出により行うものとします。な

お、1・2 回目の入札時は様式第２号ア、3 回目の入札時は様式第２号

イにより入札書を作成とします。  

（２）入札書の提出先は、ホクレン酪農部生乳共販課とします。  

（３）入札は、生乳 1 ㎏当たりの入札価格（消費税及び地方消費税に相当

する額は含まない。）及び数量をもって行うものとします。なお、入札

価格は乳脂肪分率 3.5％、無脂乳固形分率 8.362％を基準とし、落札

後、実際に配乳した生乳の乳成分により、それぞれ本会が別途設定する

平成 31 年度脱脂粉乳・バター等向成分単価にてスライドした金額で精

算するものとします。 

（４）落札後、配乳する生乳の規格および検査については、下記のとおりと

します。  

ア 生乳の格付は、畜産経営の安定に関する法律施行規則第２条に規定

する規格および脂肪率等品質の格差によるものとします。  

イ 生乳の検査の実施機関は、公益社団法人北海道酪農検定検査協会と

します。  

ウ 検査の場所は、覚書に定める受渡場所とします。  

エ 検査の方法は、公益社団法人北海道酪農検定検査協会の定めるとこ

ろによるものとします。  

（５）入札価格は北海道内工場においては工場着価格、北海道外工場におい

ては北海道内発価格とし、送乳については原則としてホクレンが実施

し、北海道外工場向輸送費については、入札価格とは別に、その経費実

費をもって乳業者が負担するものとします。  

 

６．入札の無効  

次の各号の 1 に該当する入札は、無効とします。  

（１）入札申し込みに際し、虚偽の申告をした者がした入札  

（２）入札書の入札価格を訂正した入札、円位未満の端数を付した入札、そ

の他入札書が所定の記載方法によらない入札  

（３）入札保証金が応札金額の 100 分の 5 に満たない者がした入札  

（４）入札に付した数量を超えて入札した者の入札  

（５）入札書および入札参加申込書に代表者印が無い入札  

（６）入札制限を設けた場合に、その制限に反して入札をしたものの入札  
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７．入札参加資格者  

入札参加資格者は、次のとおりとします。ただし、暴力団等の反社会的

勢力に該当する者は入札参加資格者としないものとします。  

（１）乳製品工場を保有し、当該工場で処理を行う乳業者。なお、入札参加

者の生乳処理委託等（落札生乳を他社乳業工場で処理を行う等）は認め

ない。  

（２）食品衛生法第 52 条第 1 項の規定に基づく営業許可を受けたもので

あって、その許可に係る営業が、次に該当するもの。  

 ア 乳製品製造業（粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその

他乳を主要原料とする食品（牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除

く。）を製造する営業をいう。）  

 

８．入札参加申込みの手続き  

（１）すべての入札参加希望者は、平成 31 年 2 月 7 日（木）午後 3 時まで

に次の書類をホクレンに提出するものとします（郵送による提出可。

ファックスにより提出した場合は、原本を入札時までに提出）。  

 ア 生乳入札参加申込書（様式第１号） 

イ 入札による取引実施前年度において、既に本会との生乳取引がない者

にあっては、都道府県知事の営業許可書の写しまたは保健所長の営業許

可書の写し、登記簿謄本および直近 3 期分の決算書  

 

９．入札参加登録  

ホクレンは、８．の入札参加申込みの手続きの完了をもって、買受者の

登録を行ないます。  

 

10．入札保証金の納付 

（１）入札参加希望者は、応札金額（消費税及び地方消費税に相当する額は

含まない。）の 100 分の 5 以上の入札保証金を入札参加申込書提出時ま

でにホクレンに納付するものとします。ただし、平成 30 年 4 月 1 日以

降、ホクレンとの生乳取引を有する取引先においては、不要とします。  

（２）金融機関振込みの場合は、ホクレンが指定する金融機関の口座（注）

に振り込むものとし、ホクレンが平成 31 年 2 月 14 日（木）までに入

金を確認できるよう行うものとします。  
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（注）ホクレンが指定する金融機関及び指定口座等は、次のとおりです。  

＜振込先の口座名義＞ 

ホクレン農業協同組合連合会  

金融機関：北海道信連本所、口座種別：普通預金、口座番号：0002509 

 

11．入札結果の公表等 

（１）入札の結果は、ホクレンホームページ(https://www.hokuren.or.jp/）

にて公表します。  

（２）ホクレンは、入札により決定した買受人に対し、売渡通知書を交付し

ます。  

 

12．契約の締結  

（１）契約の締結は、売渡通知書の交付を受けた買受人が契約保証金を納付

し、生乳取引基本契約書・覚書を締結することにより成立するものとし

ます。  

（２）買受人に決定した者は、契約金額（５．（３）に記載のある内容を踏

まえた金額、消費税相当額を含む。）の 6 分の 1 以上（4 半期毎入札の

場合は 3 分の 2 以上）の契約保証金を平成 31 年 3 月 14 日（木）まで

にホクレンに納付するものとします。契約金額は、落札金額に消費税及

び地方消費税に相当する額（１円未満は四捨五入）を加算した金額の合

計額とします。  

 

13．連絡先  

ホクレン農業協同組合連合会 酪農部 生乳共販課  

住所：札幌市中央区北 4 条西 1 丁目  

TEL：011-232-6190 FAX：011-221-9274 


